
質問１ 

医療関連サービスマーク認定について、病院給食については、具体的な業務の内容を把握し

ており、かつ、業務設計のフォローが十分可能なレベルである場合、取得は必須でしょうか。 

 

〔回答〕 

医療関連サービスマークの取得は必須ではありませんが、「当該業務を適正に行う能力」のある

者であることが確認できる書類（様式は自由）を提出願います。 

 

※確認する内容（医療法施行規則第９条の１０） 

（１）調理業務を受託する場合にあっては、受託業務の責任者として、患者等給食の業務に関

し、相当の知識及び経験を有する者が受託業務を行う場所に置かれていること。 

（２）調理業務を受託する場合にあっては、受託業務の指導及び助言を行う者として、次のい

ずれかの者を有すること。 

 イ 病院の管理者の経験を有する医師 

 ロ 病院の給食部門の責任者の経験を有する医師 

 ハ 臨床栄養に関する学識経験を有する医師 

 ニ 病院における患者等給食の業務に五年以上の経験を有する管理栄養士 

（３）調理業務を受託する場合にあっては、栄養士（献立表の作成業務を受託する場合にあっ

ては、治療食（治療又は健康の回復のための食事をいう。）に関する知識及び技能を有する栄養

士とする。）が受託業務を行う場所に置かれていること。 

（４）従事者として、受託業務を行うために必要な知識及び技能を有する者を有すること。 

（５）調理業務を受託する場合にあっては、前号の従事者（調理業務に従事する者に限る。）が

受託業務を行う場所に置かれていること。 

（６）病院の外部で食器の洗浄業務を行う場合にあっては、食器の消毒設備を有すること。 

（７）病院の外部で調理業務又は食器の洗浄業務を行う場合にあっては、運搬手段について衛

生上適切な措置がなされていること。 

（８）次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。 

 イ 適時適温の給食の実施方法 

 ロ 食器の処理方法 

 ハ 受託業務を行う施設内の清潔保持の方法 

（９）次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。 

 イ 人員の配置 

 ロ 適時適温の給食の実施方法及び患者がメニューを選択できる食事を提供することの可否 

 ハ 業務の管理体制 

（１０）受託業務を継続的かつ安定的に遂行できる能力を有すること。 

（１１）病院が掲げる給食に係る目標について、具体的な改善計画を策定できること。 

（１２）従事者に対して、適切な健康管理を実施していること。 

（１３）従事者に対して、適切な研修を実施していること。 

 

 

 

 

 

 



質問２ 

組織が複数あり、その複数の会社の代表（最終的に経営責任をとる役員）が同一（役職も）で、

事業機能についても重複はほぼなく、連携して事業を行っており、実質的に一つの会社の機能を

分けた形で運営を行っている場合、複数の会社で連名で応募した場合、今回、実質一つの会社と

同等ということで参加は可能でしょうか。 

 

〔回答〕 

可能です。「複数の会社の代表（最終的に経営責任をとる役員）が同一（役職も）で、事業機

能についても重複はほぼなく、連携して事業を行っており、実質的に一つの会社の機能を分けた

形で運営を行っている」ことが具体的に分かる組織図等の書類を添付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


